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 山梨県耕作放棄地対策指針 

平成２８年２月 

                           農 村 振 興 課 

 

第１ 指針策定の経緯 

 農地は農業生産の基盤であり、食料の安定供給のためにその有効活用を図る

ことが必要であるが、近年、担い手の減少や高齢化等により耕作放棄地が増加

し、その対策が急務となっている。 

本県では、平成２０年に「山梨県耕作放棄地再生活用指針」、市町村におい

ても「市町村耕作放棄地再生活用５ヶ年計画」を策定し（※）、国のガイドライ

ンも踏まえながら、地域の実情に応じた総合的な対策を講じてきた。 

その後も平成２３年策定の「やまなし農業ルネサンス大綱」で目標とした、

平成２６年度までの耕作放棄地解消面積１,２５０ha達成に向けて取組を推進

し、１,４１１haを解消してきた。 

平成２６年３月には、「山梨県農地中間管理事業の推進に関する基本方針」

により、平成３５年までに耕作放棄地を累積３,０００ha解消するという目標を

設定した。 

また、平成２７年１２月策定の「新・やまなし農業大綱」においても「耕作

放棄地を減らし農地を有効活用する」とした施策の方向が示され、総合的な耕

作放棄地対策を推進することとしている。 

この目標を達成していくためには、毎年約１８０haの耕作放棄地解消を進め

るとともに新たな発生を防止していくことが必要であり、関係機関が連携して

より積極的な取組を推進するため、本指針を策定するものとする。 
 

※平成２５年に、国の「耕作放棄地解消計画の策定」が廃止されたことにより、国通知に基づく 
市町村の解消計画策定は不要となった。 

 
 

第２ 取組の方向 

国では、「食料・農業・農村基本計画」（平成２７年３月３１日閣議決定）

に係る目標として、平成３７年度までに荒廃農地の発生抑制１４０,０００ha、

再生５０,０００haを掲げている。 

本県の耕作放棄地面積は、平成２６年に実施された「荒廃農地の発生・解消

状況に関する調査（以下「荒廃農地調査」という。）」によると、６,６７０ha

であり、うちＡ分類（再生利用が可能な荒廃農地）が２,７３５ha、Ｂ分類（再

生利用が困難と見込まれる荒廃農地）が３,９３５haと依然高い水準にある。 

耕作放棄地は、農地の効率的利用や利用集積の障害になるとともに、病害虫

や有害鳥獣の被害拡大にもつながることから、本県農業の振興を図る上では、

耕作放棄地の早期解消とともに、発生防止対策を推進することが必要となって
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いる。 

このため、耕作放棄地を以下の区分に分類したうえで、地域の実情に即した

活用により解消を進める。 

 

 

(1) Ａ分類農地（青地）  

「荒廃農地調査」において「Ａ分類」と区分された農地のうち「農業振興地 

域の整備に関する法律（以下「農振法」という。）」に基づく農用地区域内の

農地（青地）を「優先解消農地」に位置付け、優先的に解消する。 

当該農地及びそれを取り巻く地域の状況等に応じてさらに次の区分に分類

する。  

①「担い手に集積する農地」 

農地の集団的利用や産地維持の妨げになっている耕作放棄地で、担い手等 

への集積が可能な農地については、農地中間管理機構の機能を十分に発揮し、

集積・集約を図る中で解消を推進する。 

②「多様な活用方法により保全を図る農地」 

中山間地域等で担い手等への集積や営農再開は難しいが、周辺農地への影 

響を及ぼさないよう保全すべき農地については、都市農村交流の場への活用

等、地域の実情に合った多様な活用方法により保全管理を推進する。 

 

また、今後耕作が困難となることが想定される農地については、上記に加 

え、日本型直接支払制度等を積極的に活用し、新たな耕作放棄地発生を防止

する。 

 

(2) Ａ分類農地（白地）、Ｂ分類農地 

①「荒廃農地調査」において「Ａ分類」と区分された農地のうち、「農振法」

に基づく農用地区域外の農地（白地）は、周辺農地との一体的利用を検討す

る。 

②同調査において「Ｂ分類」（再生困難）と判断され、復元しても継続利用が

見込まれない農地等については、原則として非農地化する。 
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※荒廃農地には、耕作されていないが保全管理されているものは含まれていない。 
しかし、本指針には、耕作が困難となり新たに放棄地となることを防止する取組を含むこ 
とから「耕作放棄地対策」とした。 

 

耕　　地

（白地）（青地）

「耕作放棄地」と「荒廃農地」の考え方 ・ 活用区分

Ａ分類

　　　　　　　荒廃農地

再　生　困　難

耕作放棄地 （農林業センサス）

Ｂ分類

耕作地 不作付地

再 生 可 能

（青地）

農振農用地内
の農地

(白地）

・担い手への集積

・新たな耕作放棄地の発生防止

非農地化

の検討
周辺農地

と 一体利

用できる

農地

農地の保全管理に

よる荒廃化防止
優先解消農地
①担い手に集積する農地

②多様な活用方法により

保全を図る農地 非農地化
①担い手に集積する農地

②多様な活用方法により

保全を図る農地

現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の
農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地

〇A分類
　　再生利用が可能な
    荒廃農地

荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土などを行い再生
することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込
まれるもの

〇B分類
　 再生利用が困難と
　 見込まれる荒廃農地

荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元する
ための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状
況からみて、その土地を農地として復元しても利用するとができ
ないと見込まれるもの

以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付けず、この
数年の間に再び作付けする考えのない農地（農家の自己申告）

　〇荒廃農地

　〇耕作放棄地
　　（農林業センサス）

現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の
農作業では作物の栽培が客観的に不可能となっている農地

〇A分類
　　再生利用が可能な
    荒廃農地

荒廃農地のうち、抜根、整地、区画整理、客土などにより再生
することにより、通常の農作業による耕作が可能となると見込
まれるもの

〇B分類
　 再生利用が困難と
　 見込まれる荒廃農地

荒廃農地のうち、森林の様相を呈しているなど農地に復元する
ための物理的な条件整備が著しく困難なもの、又は周囲の状
況からみて、その土地を農地として復元しても利用するとができ
ないと見込まれるもの

以前耕作していた土地で、過去１年以上作物を作付けず、この
数年の間に再び作付けする考えのない農地（農家の自己申告）

　〇荒廃農地

　〇耕作放棄地
　　（農林業センサス）
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第３ 取組の内容 

１ 耕作放棄地情報の把握・整理と積極的な活用 

(1) 耕作放棄地の実態把握と解消計画の作成 

耕作放棄地の態様や発生要因、講ずるべき対策は個々の農地により異なって 

くる。従って、耕作放棄地解消を推進していくためには、実態把握を十分に行

う必要がある。 

①市町村と農業委員会は、連携して「荒廃農地調査」及び農地法第３０条第１

項に規定する「利用状況調査」を併せて実施する。 

  具体的には、前年度の調査結果に基づく図面を参考に現地確認を行い、農

業委員等による判断により「荒廃農地の発生・解消状況に関する調査表」に

「Ａ分類」「Ｂ分類」または「非農地判断済み農地」「転用」に区分して整

理し、耕作放棄地の実態把握を行う。 

②農業委員会は、農地法第３２条第１項に規定する「利用意向調査」により

所有者の意向を把握し、法律に基づいた手続きを行う。 

③上記調査結果を基に把握した荒廃農地のうち「優先解消農地」については、

「担い手に集積する農地」「多様な活用方法により保全を図る農地」に区

分して、具体的な解消計画を作成する。  

 

(2) 優先解消農地を中心とした情報発信 

解消可能な優先解消農地については、所有者の意向に基づき、個人情報の取 

扱いに配慮しつつ、関係機関で情報共有するとともに、市町村等のホームペー

ジ、全国農地ナビを活用するなど、農地情報を積極的に発信する。 

  

(3) 農地の出し手と受け手のマッチング 

農地中間管理機構を中心に関係機関が連携し、優先解消農地の出し手と受け 

手のマッチングを行う。 

なお、本県において、農地の集積・集約化を推進するために耕作放棄地の解 

消が重要な条件となっていることは事実であるが、機構が専ら耕作放棄地対策

として用いられることのないよう留意する。 

 

２ 耕作放棄地の解消と発生防止に向けた取組の推進 

(1) Ａ分類農地の活用方策 

①多様な担い手による解消・利用集積 

「担い手に集積する農地」については、農業振興上重要な農地として良 

好な生産活動を維持していくことが必要である。 

このため、認定農業者や地域営農組織等だけでなく、新規就農者や他業 

種の企業、ＪＡ出資型法人等についても耕作放棄地等を借り受ける担い手と

なり得ることから、その参入等を積極的に進めることとし、関係機関・組織
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とも連携を図りながら、耕作放棄地等の所有者との調整、受け入れ・相談体

制の整備、営農定着のための技術指導や助言等丁寧なサポートを行う。 

  

②各種助成制度等を活用した取組の推進 

ア．各種事業を活用した耕作放棄地の解消 

    「耕作放棄地再生利用緊急対策交付金」等の各種事業を活用して耕作

可能な農地への再生や、ハウス、果樹棚、防雪・防風施設等の補完整備

を推進する。 

 

イ．基盤整備の推進 

    土地条件が悪く基盤整備が進んでいないことが、耕作を放棄した要因

であることも多く、基盤整備が実施された地区では耕作放棄地の発生が

少ない傾向にある。 

地域の合意形成を促進するとともに、それに基づきほ場、農道、水路

などを良好な営農条件に整えるため、実態に即した基盤整備事業を活用

する。 

 

ウ．地域の共同活動や話し合いの推進による耕作放棄地発生防止 

現在耕作されている農地や今後耕作が困難となることが想定される 

農地についても、中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金 

等を活用して地域ぐるみで農地の保全管理を行うことにより、新たな発

生防止を図る。 

   また地域内で、農地の貸借希望や農地中間管理機構の活用、担い手へ

の集積等について「人・農地プラン」を活用した話し合いの機会を設け、

農地の積極的な活用を図る。 

   

③従来の営農にとらわれない多様な取組の推進 

「多様な活用方法により保全を図る農地」については、従来の農地とし 

ての活用にとらわれず、多様な活用方法を推進する。 

 

ア．畜産農家等による利用促進  

  畜産農家による自給飼料生産としての活用、また肉用牛や山羊の放牧

により繁茂した草を飼料として活用する等、関連事業を活用して畜産で

の活用も検討する。 

 

イ．地域の実情に合った新規作物の導入 

   中山間地域を中心とした高齢化が進んでいる地域では、高齢者にも生

産可能な省力作物の導入を検討するとともに、農産物直売所の利活用推

進を図り、生産意欲を向上させる地域特産品の導入や販路拡大に努める。 

   また、新規導入作物の実証ほ場に活用したり、薬用植物や景観作物を 

栽培する等、地域の実情に合った新規作物の導入を推進する。 
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ウ．都市農村交流による活用 

   農業者が自らの営農のために耕作する農地としてだけではなく、市民 

農園や都市住民との交流を図る農作業体験農園等としての活用も検討 

する。 

 

④耕作放棄地の解消に向けた気運の醸成 

耕作放棄地の有効利用方策や未然防止に向けた取組を検討するための

研修会を開催するとともに、県内における優良な取組を紹介・表彰するこ

とにより、耕作放棄地の解消に向けた気運の醸成を図る。 

また本指針の耕作放棄地対策について、パンフレットやチラシ等の作

成・配布、関係機関や農家等を対象とした説明会の開催、ホームページを

通じた情報提供等によりその周知と活用を推進する。 

 

 

(2) Ｂ分類農地の取り扱い 

「荒廃農地調査」において「Ｂ分類」と区分された農地は、一体的土地利用

への支障や周辺農地への影響を十分精査し、対象地が農地法第２条第１項に規

定する「農地」に該当するか否かについて、市町村農業委員会の議決により判

断するとともに、対象地が「農地」に該当しない旨の判断をした場合は、農地

台帳の整理等により、非農地化に向けた手続きを進める。 

 

①農地法第２条第１項の「農地」に該当しないもの 

   農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地

（人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地）であって、農業的

利用を図るための条件整備（基盤整備事業の実施、企業参入のための条件

整備等）が計画されていない土地で、次のいずれかに該当するもの。 

 

  ア．その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な 

条件整備が著しく困難な場合 

   【例】 

    森林化や原野化（表土が流出し、岩石が露出している等）による農地

の荒廃化が著しく、開墾に匹敵するような条件整備を行わなければ、

対象地を農地として利用できない場合。   

 

イ．ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農 

地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合 

  【例】 

    周囲の土地（山林等）からの直接的な影響（雑木の根、種子、土砂、 

水等の侵入等の自然的障害、日照等の気象的な障害等の悪影響）によ 

り、農地としての維持や継続的利用が困難な場合。 
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②農振農用地（青地）の非農地判断 

上記①に該当する農振農用地（青地）の非農地判断については、市町村農

業振興地域整備計画の総合見直しにおいて除外を検討し、除外を行った農地

について、その後、非農地化する。 

 

 

(3) その他 

①農地の相続等の届け出 

農業委員会は、相続等により許可を受けることなく農地の権利を取得した

場合は、農地法第３条の３に基づき、農業委員会へ届出する旨について周知

するとともに、届出をした者に対し、農地の適正かつ効率的な利用を図るた

め、所有権の移動等必要な措置を行うことで、耕作放棄地の発生を未然に防

止する。 

 

②関係機関の連携強化 

県耕作放棄地対策協議会、地域耕作放棄地対策協議会、農地中間管理機

構、各市町村、農業委員会、ＪＡ等の農業関係団体や組織においては、関

連補助事業や担い手の情報等を共有することにより、効果的に耕作放棄地

対策を推進するため、より一層の連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


